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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る
固定資産税及び都市計画税の軽減措置 中小企業庁HPより

vol.92
サービス業部会発

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等(注1)で、
次の要件を満たす中小事業者等が認定経営革新等支援機関等(注2)の認定を受けて市町村に申告した場合、固定資産
税及び都市計画税の負担を２分の１又はゼロとする。

軽減措置の概要

適用対象者・要件　●中小事業者等（原則として業種限定せず）を対象。

　令和2年2月～10月の任意の連続した3ヶ月間の売上が、前年の同期間と
比べて30％以上減少している者。

●令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等（注2）の認定を受けて各市
　町村に申告した者に限り適用。
　虚偽の記載をした場合の罰則あり（注3) 。

対象資産　償却資産・事業用家屋
適用年度　令和３年度の課税分に限定
申告期間　令和3年1月4日～2月1日（申告期限） 郵送（2月1日当日消印有効）、電子（eLTAX）での提出も可。
　　　　　申告期限後に提出されたものは、原則特例適用されませんのでご注意ください。

軽減措置の内容

令和2年2月～10月の任意の
連続した3ヶ月間の事業収入の
前年同期比減少率

軽減割合

50％以上　　　　　 　全額

30％以上50％未満　　 １／２

（注1）「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が１億円
　　　以下の法人、資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
（注2）税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など。　（注3）固定資産税・都市計画税における他の申告制度と同様の罰則を設ける

軽減割合 軽減措置の流れ

　令和3年度の「袋井商工会議所だより」
の広告(2P～5P下の欄)を募集します。
　毎月約1,650部を会員事業所・
県内各商工会議所等へ
発送しています。

自社PRに
ご活用
ください！

中小事業者等

認定経営革新等支援機関等(注 2)

市町村

①申請

③申告（２月１日まで）

④軽減（令和３年度分のみ）
②認定

商工会議所、税理士、公認会計士、

弁護士などが会計帳簿等で売上高
減少要件を満たしているかを確認

認定経営革新等支援機関等が確認した証明書及び同機関に提出した書類一式

１ 中小事業者等であることの確認書類

２ 事業収入の減少の確認書類

３ 事業の用に供している資産である確認書類

袋井商工会議所だよりに広告を載せませんか？

掲 載 号 ： 令和3年4月号～令和4年3月号　12回掲載
募 集 数 ： 8コマ（先着順）
掲載条件 ： ①会員事業所である　②公共良俗に反しない
大  き さ ： 縦5.3cm 横8.4cm
掲 載 料 ： 1コマ 年間33,000円（税込み）
締め切り ： 2月26日㈮
問 合 せ ： 袋井商工会議所　総務振興グループ　Tel:0538-42-6151


